
鳥取市強度行動障がい者入居等支援事業補助金交付要綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市強度行動障がい者入居等支援事業補助金（以下「本補助金」

という。）について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条  本補助金は、重度の強度行動障がい者へ新たに居住支援を行う社会福祉法人

等に対して助成を行うことにより、障がい児施設等で待機している状況を早期に解

消すること及び保護者の負担、不安を軽減すること並びに手厚い支援体制により行

動障がいの軽減を図り、グループホーム等への地域移行の流れを作ること及び重度

の強度行動障がい者への支援を行うことのできる社会福祉法人等の裾野を増やすこ

とを目的として交付する。  

 

 （補助対象事業）  

第３条  本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、鳥

取県型強度行動障がい者入居等支援事業補助金交付要綱（平成２２年１２月２７日

付け第２０１０００１４９８８７号鳥取県福祉保健部長通知）及び鳥取県型強度行

動障がい者入居等支援事業実施要綱（平成２２年１２月２７日付け第２０１０００

１４９８８７号鳥取県福祉保健部長通知。以下「実施要綱」という。）に基づく別

表第１欄に掲げる事業とする。  

 

 （補助対象者） 

第４条  本補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を行う別表第２欄に掲げる

ものとする。 

 

 （補助金の額の算定）  

第５条  本補助金は、別表第３欄に掲げる補助対象経費の額と同表第４欄の補助基準

額とのいずれか低い額に１０分の１０を乗じて得た額（１０円未満の端数について

は、これを切り捨てる。）以内で算定し、予算の範囲内で交付する。  

２ 前項の場合において、月の途中で入居又は退去した利用者に係る当該月の補助基

準額は、次の算式により算出した額（１０円未満の端数については、これを切り捨

てる。）とする。  

 

           当該月の適用日以降（入居時）の日数又は当該月の適用  

されなくなった日の前日まで（退去時）の日数  

  補助基準額 ×  

                      当該月の日数  

 



（交付申請） 

第６条 本補助金の交付時期は、市長が別に定める日までに行わなければならない。  

２ 規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞ

れ様式第１号及び様式第２号によるものとする。  

 

（交付決定の時期）  

第７条  本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から起算して、市

長がその財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受ける

までの日数に３０日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。  

 

（承認を要しない変更）  

第８条  規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更と

する。 

（１）本補助金の増額  

（２）本補助金の２割を超える減額  

 

（着手届の提出） 

第９条  本補助金の交付に係る事業は、規則第１０条第１項第３号に規定する市長が

別に定める場合とし、同項に規定する着手届の提出を要しないものとする。 

 

（実績報告） 

第１０条  規則第１２条の規定による実績報告は、補助対象事業の完了若しくは中止

若しくは廃止の日から２０日を経過する日又は本補助金の交付決定を受けた日の属

する年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い日までに行わなければならない。  

２ 規則第１２条の報告書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それ

ぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。  

 

（雑則） 

第１１条  この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、福

祉保健部長が別に定める。  

 

   附 則  

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度の補助事業から適用

する。  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

（補助期間の限度）  

２ 本補助金の交付期間の限度は、支援対象者１人につき、３年間を限度とする。  



   附 則  

 （施行期日）  

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  

 

   附 則  

 （施行期日）  

１ この要綱は、平成２７年７月２７日から施行し、平成２７年度事業から適用する。 

 

附 則  

 （施行期日）  

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度事業から適用する。  

（補助期間の限度）  

２ 本補助金の交付期間の限度は、支援対象者１人につき、６年間を限度とする。  

 

 

 

  



別表（第３条、第４条、第５条関係）  

１  

補助対象

事業  

２  

補助対象

者  

３  

補 助対 象 経

費  

４  

補助基準額  

 

 

鳥取市強

度行動障

がい者入

居等支援

事業  

新たに重

度の強度

行動障が

い者の居

住支援又

は短期入

所事業に

よる支援

を行う社

会福祉法

人等  

支 援対 象 者

を 支援 す る

障 害者 支 援

施設、グルー

プホーム、又

は 短期 入 所

事 業所 の 運

営 に要 す る

経費  

（１）強度行動障がい者新規支援補助事業  

ア  障害者支援施設へ新たに居住する場合  

１人当たり月額  ２４０，０００円  

イ  グループホームへ新たに居住する場合  

  （ウ）の場合を除く  

１人当たり月額  ３１４，０００円  

 ウ  日中サービス支援型グループホームへ新た

に居住する場合  

１人当たり月額  ２６０，０００円  

（２）強度行動障がい者グループホーム移行支援事

業 

ア  グループホームへ新たに居住する場合  

  （イ）の場合を除く  

１人当たり月額  ３１４，０００円  

 イ  日中サービス支援型グループホームへ新た

に居住する場合  

１人当たり月額  ２６０，０００円  

（３）強度行動障がい者短期入所利用支援事業  

   １人当たり日額   １２，０００円 

注１ 補助対象経費は、いずれも交付決定日の属する年度の４月１日から３月３１日まで

のものを対象とする。  

 

 

 



様式第１号（第６条、第１０条関係）  

 

  年度鳥取市強度行動障がい者入居等支援事業計画（報告）書  

 

１ 支援対象者（重度の強度行動障がい者）の概要  

（１）受給者番号    （           ）  

（２）支給決定サービス（                     ）  

（３）障害支援区分 （           ）  

（４）強度行動障害判定基準（実施要綱の別紙１）による合計点数  （   ）  

（５）申請日現在の居住する場所（施設等の場合は、施設名も）   

（                      ）  

（６）その他支援対象者に係る特記事項  

（                                  ）  

 

２ 支援事業者の概要  

（１）法人名     （                 ）  

（２）法人代表者名 （                 ）  

（３）支援を行う障害福祉サービス事業所名  （                ）  

（４）（３）の事業所番号  （               ）  

（５）事業所の所在地（                ）  

（６）管理者名 （              ）  

（７）（３）の事業所が提供するサービス（                ）  

（８）日中活動を別法人へ委託した場合の委託先法人及び事業所名  

   法人名：（                  ）  

   事業所名：（                  ）  

 

３ 支援の概要  

（１） 支援対象者入居後の事業所全体の配置状況  （利用者：職員）＝（   ：  ）  

（２） 重度の強度行動障がい者が属するグループ（棟、住居）に対する配置状況  

  ア 支援対象者入居前             （利用者：職員）＝（  ：  ） 

  イ 支援対象者入居後（補助金交付決定後）   （利用者：職員）＝（  ：  ） 

（３）支援対象者に対する１：１相当の支援に係る週当たりの（予定）時間数  

 週（   ）時間  



４ 補助所要（実績）額 

（１） 支援日数   （   ）か月 と （   ）日 

※期間 （   ）月（    ）日  ～ （   ）月（   ）日 

 

（２） 所要額    （          ） 円 

【内訳】（      ）円「補助基準額」×（   ）か月＋（       ）円「月割り額」×（  ）

日  

 

５ 他の補助金の活用の有無（  有 ・ 無 ） 

（「有」の場合）  

（１）他の補助金名（                              ） 

（２）当該補助事業の内容（                           ） 

（３）当該補助金所管者及びその連絡先  

  ア 所管者（                                ） 

  イ 所管者の連絡先（                           ） 

※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をしてください。  

※「有」の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先

（補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載してください。  

 ※「鳥取市障がい者グループホーム等夜間世話人等配置事業補助金」との重複はできま

せん。 

 

６ 提出資料  

（１）鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業実施要綱（以下、実施要綱）別紙「強度  

行動障がい判定基準」により申請者が判定した判定表  

（２）ケアプラン等の支援予定がわかる資料  

※実績報告時においては、支援対象者の状況も含めて報告  

（３）実施要綱に定める人員要件に係る職員の予定勤務スケジュールがわかるもの  

   ※補助金の助成による加配等がわかるものを添付  

※実績報告時は、出勤簿及び勤務表・勤務スケジュール等の写し  

（４）契約する医療機関などの協力医療機関に関する書類の写し  

（５）実施要綱に定める設備要件に係る支援場所等の図面等  

（６）実施要綱に定める支援対象者に係る資料  

 

   ※その他必要に応じて参考添付してください。  

 



様式第２号（第６条、第１０条関係）  

 

  年度鳥取市強度行動障がい者入居等支援事業収支予算（決算）書  

 

 

１ 収入の部                                                  （単位：円）  

区分 
本年度予算額  

（本年度決算額） 

前年度予算額  

（本年度予算額） 

比 較 増 減 
備 考 

増 減 

 

市補助金 

 

その他 

 

     

計      

 

 

２ 支出の部                                                  （単位：円）  

区分 
本年度予算額  

（本年度決算額） 

前年度予算額  

（本年度予算額） 

比 較 増 減 
備 考 

増 減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

計      

 

 


